
 

 

生食用かきの回収命令について 

 

１ 概要 

 令和５年11月８日（水）、大阪府から、次の加工者が加工した三重県産の生食用かきから食品衛

生法の成分規格基準を超える細菌数が検出された旨の通報がありました。 

 同日、当該加工所を所管する伊勢保健所は、当該加工者に対し同一ロット品（同一加工年月日の

もの）の回収を命じました。 

  なお、現在のところ、当該かきを喫食したことによる健康被害の情報はありません。 

２ 加工者 

 氏 名  杉原 久三雄（すぎはら くみお） 

３ 加工所 

 屋 号  かねた水産（かねたすいさん） 

所 在 地  鳥羽市浦村町1229－48（とばしうらむらちょう） 

４ 回収対象品 

 商 品 名  浦村かき（生食用ムキ身カキ） 

 加工年月日  ５年11月５日 

 消 費 期 限  ５年11月８日 

 採 取 海 域  鳥羽海域浦村 

 原 産 地  三重県 

 包 装 形 態  円盤（合成樹脂製容器） 

 内 容 量  500g 

 出 荷 量  １箱（24パック入り） 

 出 荷 先  大阪府 ※詳細な流通状況については調査中 

５ 検査結果 

 食品衛生法第13条第２項違反（生食用かき成分規格） 

  ：細菌数基準値が50,000／g以下のところ、150,000／g 

連 絡 先 

三重県医療保健部 食品安全課 

食品衛生班 担当：上浦、向井、山﨑 

電話：０５９－２２４－２３４３ 

令和５年１１月８日（水）１７時３０分 

 


